
補助金の交付の対象となる中小企業
市内に活動拠点を有していること。

１年以上事業を営んでおり、今後も継続して事業を営む意思があること。

補助金申請日の属する年度において
健康経営優良法人に認定される見込みであること。
補助金申請日の属する年度において、
宇部市健康サポーター（事業所部門）に登録される見込みであること。

宇部市産業政策課 TEL 0836-34-8355
メールアドレス：syoukou@city.ube.yamaguchi.jpお問い合わせ先

上限額１０万円

新規枠

※１…過去３年度以内に健康経営優良法人に認定されていないこと。

※２…４月１日から健康経営優良法人の認定申請日までに実施する事業にかかる
経費のうち、２月末までに支払が完了する経費を対象とします。

対象経費
補助率２/３

健康経営優良法人の認定基準を満たすための事業
にかかる経費

健康経営優良法人認定申請費用

補助率２/３対象経費

宇部市健康経営支援補助金

※１
※２

継続枠

令和７年１１月 作成

募集期限延⾧

健康経営優良法人認定申請に係る費用を補助

１１/２８
まで

（金）



企業にとって
生産性の向上
組織の活性化
企業イメージの向上

従業員にとって
健康増進と維持
モチベーションの向上
働きがいのある職場環境
生活の質の向上

健康経営のメリット

提出書類

・申請者の業種及び主たる事業がわかる資料

・宇部市健康経営支援補助金交付申請書
・事業計画書
・積算金額の根拠書類（見積書、価格表等又はその写し）

・履歴事項全部証明書又はその写し
・市税に滞納がないことの証明書又はその写し

１１/２８

補助対象事業例（新規枠）

・がん検診の受診勧奨の取組
・再検査受診勧奨等の取組

・ストレスチェックを実施した上で、医師から面接指導等を受ける取組

・運動会、ウォーキング大会のイベント開催等の運動機会の増進に向けた取組

・職場での受動喫煙防止対策のための取組

実施要領、申請様式など

宇部市ウェブサイト（ウェブ番号：１０１７０６２）

詳細は宇部市ウェブサイトをご覧ください。
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